
「生徒一人一人が安心して生活できる学校に！」

内灘町立内灘中学校長 谷内 正樹

いじめ問題がニュース等でよく取り上げられています。「我が子がいじめに遭わないだろうか。いじめ
をしていないだろうか。」そんな心配をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。生徒が安心し

て生活できる学校をつくることは、何より大切なことであることは言うまでもありません。

本校では、教職員の共通理解として、 「いじめは、どの生徒にも、いつでも起こりうる。」
そして、いじめは絶対許さない。

との認識を持ち、本校の「いじめ防止基本方針」に基づき、未然防止、早期発見、早期対応に向けて様

々な取組を行っています。

未然防止で基本となるのは、
①生徒が友人や教職員との信頼関係を作ること

②規律正しい態度を身につけること

③自己有用感を育むこと、などが大切です。
未然防止 そこで、本校では、頑張っている生徒を認める「生徒表彰制度」、生徒会の「ひまわり

プロジェクト（いじめ撲滅の取組）」、生徒を主体とした各種行事の実施、地域での挨拶（挨

拶チャレンジ）、生徒玄関の下足のかかと揃えといった「内中の良さを高める発信」等を
通じて、互いの良さを認め合える人間関係・学校風土づくりに取り組んでいます。

特に今年度は、生徒への指導の基本方針として、「生徒の良い面を見つけ、積極的に声

をかけ、褒める。」ということを心掛けています。

早期発見では、小さなサインを見逃さないことや、生徒がいじめを訴えやすい体制を整
えることが大切です。

早期発見 そこで、教職員の昼休みの声かけ巡回、朝の玄関指導、毎月のアンケート調査の実施、

生活ノートでの悩みやいじめのサインの把握に努めるとともに、定期的に担任と定期相談
を行ったりしています。

いじめを発見した際は、生徒指導主事が窓口となっている「いじめ問題対策チーム」に

早期対応 より、迅速に対応することとしています。このチームは、毎週１回定期的に開催し、現状

把握や経過観察等を行っています。

中には、生徒や保護者の方から「○○さんが今いやなことをされています。悩んでいます。」

といったことを伝えてもらい、早期に解決した事例もあります。また、「保護者の方から子ども
の異変を連絡いただいて分かった。」ということもあります。家庭では学校で出さないようなサ

インを出すことがあります。例えば、登校時刻になると体の不調を訴えたり、親しい友人が遊

びに来なくなったり、買った物がなくなったり、といったようなことです。
気になることがあったらすぐにご連絡いただけたらと思います。

１２月４日から１０日までの１週間は、「人権週間」です。この人権週間が行われる１２月を機会と
して、日頃の自分の言動を深く見つめ直し、自分には厳しく、相手には思いやりと優しい心を持てる

ように行動できればと思います。
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【1２月の生活目標「時間を守ろう」「さわやかな人間関係を築こう」】
最近、登校時間ぎりぎりに走りこんでくる生徒が目立つようになってきました。寒くなり、行動が遅

れがちになっているようです。時間を守ることは、社会に出てからも大切なことで、人から信頼される

ことにもつながります。学校でも、授業の開始や給食準備など、決められた時間に余裕を持って行動で

きるように指導しています。２年生では、代議員を中心とした「給食準備・片付けを時間内に終わらせ
よう」に取り組んでいます。生徒側からの取組も頼もしく感じます。ご家庭でも、お子様に時間に余裕

を持たせる声かけをお願いします。

内中『夢プロジェクト』が行われました。
今年度で４回目となる「夢プロジェクト」が１１月２４日（火）に、

シドニーオリンピックテコンドー競技銅メダリストの岡本依子さんが来
校し、『夢は叶う』という演題で、講演と生徒を交えた演武を披露して

くださいました。今年度は新型コロナ対策として、対象を2年生のみと

しました。岡本さんは現在はテコンドーの普及活動に力を注ぎ、夢を持
つことの大切さを伝えています。岡本さん自身テコンドーを始めたのは大学生時代からであり、メキメ

キと頭角を現しオリンピック３大会連続出場を果たしました。自分を信じて物事に取り組む大切さを学

ぶことができました。岡本さんありがとうございました。

【「新聞読んで」感想文コンクールと11月加賀地区新人大会結果】
11月1２日（木）に「新聞読んで」感想文コ

ンクールの表彰に、本校から優秀賞3名と佳作3

名が選ばれました。また、11月をもって全ての

運動部活動の加賀地区新人大会が終わりました。
これからは、各種目での県新人大会等が行わ

れます。次の大会につながるように地道な基礎

・基本を大切にし、限られた時間の中で目標を
持って取り組みましょう。

「何も咲かない冬の日は 下へ下へと根を降ろせ やがて大きな花が咲く」

【冬休みの過ごし方について】
今年の2学期は8月1８日から始まり、行事も少しずつ行うことができました。「新しい生活様式」や「学

校の新しい生活様式」の中、いろいろな制限が増えましたが、生徒の皆さんは勉強や部活動に積極的に

取り組んでいました。26日（土）から12日間の冬休みに入りますが、生活面や事故の防止について十
分に気を付けて過ごしてください。

※12月１日（火）から、スクールバス（南部便）が期間限定（２月末まで）で運行されます。該当
の生徒には、既に説明してあります。保護者向けの案内も配付しましたので、ご確認ください。
また、車による生徒の送迎を行う時は、引き続き町総合グラウンド前で行ってください。生徒玄
関前や、町共同調理場側坂道での乗降は控えてください。

☆「新聞を読んで」感想文

優秀賞 2年5組 小室 日和 2年4組 髙島帆乃花

2年7組 百万 花梨

佳 作 1年4組 吉田 紗久 2年3組 石本 依与

2年7組 武藤 陽花

☆加賀地区新人バスケットボール大会 女子３位

☆生活面について

（1）非行等問題行動の禁止

ア いじめ、暴力、器物破損、万引き、飲酒、喫煙、深夜徘徊等の問題行動を起こさないこと。

イ インターネットの利用にあたっては、マナーを守り、個人情報の取り扱いに注意するととも

に，ＳＮＳやメール等により他人を誹謗・中傷したり、プライバシーを侵害したりしないこと。

ウ 法令により入場が禁止されている場所や、学校が特に禁止している場所には立ち入らないこと。

（2）犯罪被害等の防止

ア 外出（部活動を含む）するときは、行き先・用件・同伴者・帰宅予定時刻を家族に告げ、一人

で動することはできるだけ避けること。

イ 犯罪被害に遭いそうになった場合は、大声で助けを求めたり、交番や店舗または「子ども110

番家」等の緊急避難できる場所へ逃げ込んだりすること。

☆交通事故等の防止について

（１）歩行者の事故防止

ア 道路への飛び出し、車両の前後からの横断などは絶対にしないこと。

イ 横断歩道のある道路では、必ず横断歩道を渡ること。

ウ 音楽プレイヤーを聴きながら、またはゲーム機やスマホ等を操作しながら歩行しないこと。




